
少子高齢化、人口減少が急速に進行する中、高齢者の活用・活躍推進は、生産性向上、モチベー
ション向上の面から企業経営上の重要な課題です。
政府は本年5月の未来投資会議で、2020年の通常国会において「70歳までの雇用確保の努力を促す

法案」の提出を目指すとしており、高齢者雇用の拡大は法律的にもその要請が強まってきておりま
す。
１．未来投資会議とは？

２．成長戦略実行計画～全世代型社会保障への改革～（70歳までの就業機会確保）

次頁では、こうした政府の方針を受けた企業での検討すべき事項や留意点等について記載します。
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・本資料は、明治安田生命保険相互会社総合法人業務部団体年金コンサルティング室が情報提供資料として作成したものです。本資料は、情報提供のみを目的として作成
したものであり、保険の販売その他の取引の勧誘を目的としたものではありません。

・当社では、本資料の掲載内容について細心の注意を払っていますが、これによりその情報に関する信頼性、正確性、完全性などについて保証するものではありません。
・本資料の著作権は明治安田生命保険相互会社に属し、その目的を問わず無断で複製、転載および譲渡することはご遠慮ください。
・本資料は作成日時点の情報をもとに作成しており、法令変更、金融情勢の変化等により、本資料に記載された内容は予告なしに変更されることがあります。

No.2019-05
区分 DB DC その他

内容 法令等 制度 運用 その他

必須ご対応
事項（※）

あり なし

※事業主及び企業年金基金にてご対応いただく必要がある
題材が含まれている場合に「あり」と表示しています。

70歳雇用を展望した「高齢者雇用」の構築について

＜次頁（裏面）に続きます＞

ポイント 詳細に関するセミナーを東京・名古屋・大阪で開催します＜次頁（裏面）ご参照＞

・未来投資会議とは、国や地方の成長戦略を議論する会議です（首相が議長）
・本年6月の成長戦略実行計画案（その後閣議決定）では、65歳以上への継続雇用年齢の引
き上げについて、70歳までの就業機会の確保を図り、次の①から⑦の企業が採りうる選択
肢を法制度上整えるとされてます
①定年廃止
②70歳までの定年延長
③継続雇用制度導入(現行65歳までの制度と同様、子会社・関連会社での継続雇用を含む)
④他の企業(子会社・関連会社以外の企業)への再就職の実現
⑤個人とのフリーランス契約への資金提供
⑥個人の起業支援
⑦個人の社会貢献活動参加への資金提供

・70歳までの就業機会について、個人の特性に応じた多様な選択肢を用意

【70歳までの就業機会確保】

（首相官邸ホームページ 成長戦略ポータルサイトより）
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３．65歳以上へ継続雇用年齢を引き上げる際の留意点

４．70歳までの就労確保と中高年齢労働者のキャリア形成はどうあるべきか？

５．企業年金制度の見直しの例

明治安田生命保険相互会社
総合法人業務部 団体年金コンサルティング室
TEL：03‐3283‐9094

No.2019-05

ポイント

企業年金セミナーのご案内

本誌内容の詳細に関するセミナーを、東京・名古屋・大阪にて開催します
最新の法改正、裁判事例、他社事例等をふまえながら高齢者雇用制度の設計のポイントを
解説します（本誌内容は 第一部 13:20～15:00の講演で取り上げます）
ご参加を希望される場合は、当社の法人営業担当者宛てにご連絡ください
みなさまのご参加を心よりお待ちしております

東京 名古屋 大阪

開催日
2020年

１月２８日（火）
2020年

２月６日（木）
2020年

２月５日（水）

時間
13:20～17:00
(13:00受付開始)

13:20～17:00
(13:00受付開始)

13:20～17:00
(13:00受付開始)

会場

東京都千代田区丸の内
2-1-1

明治安田生命ビル4階
ＭＹ ＰＬＡＺＡホール

愛知県名古屋市中区
新栄町1-1

明治安田生命名古屋ビル
16階 会議室

大阪府大阪市中央区
伏見町4-1-1

明治安田生命大阪御堂筋ビル
4階 大会議室

・定年退職後の再雇用者でも、短時間労働者や有期雇用労働者に該当する場合は、均衡待遇や
均等待遇の規制が適用されます（パート・有期法（※1）施行通達（※2）「第3の8」）

・定年延長の場合、パート･有期法の均衡待遇や均等待遇の規制は適用されません
・定年延長をする場合、年齢ではなく、仕事に応じて処遇を決めていくことが求められます
・定年延長の際の賃金に関する検討事項
①50歳代の役職定年制を設け、役職定年後は賃金水準を徐々に低下させるか
②50歳代の社員に対する業績評価をする場合の賃金水準
③65歳時点での賃金水準を下げる場合、どの程度まで下げることができるか

（※1）短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律（2020年4月1日施行）
（※2）短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行について

（2019年1月30日 厚生労働省労働基準局長通達 基発0130第1号）

・40歳代以降については、職種ごとの標準パターンを用意し、企業と個人が話し合いのうえで
選択できる形が望ましい
（例）標準パターン：専門職、専任職、実務職

・企業として、必要な人材の流出を予防しながら、企業組織の人員構成を適切化します
（例）中高年齢労働者のセカンドキャリア支援等として転籍出向を活用

・年功賃金を、職能給・役割給に再構築します

・定年延長を受けて企業年金の見直しが相次いでいますが、その内容は次の3つに大別できます
①水準を引き上げる「拡充型」
②60歳時点から横ばいとする「据え置き型」
③全体の増え方をなだらかにする「修正型」


